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指定地域密着型サービスに係る留意事項



令和3年度介護報酬改定において、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する
観点から、個別機能訓練の実施目的や実施体制、加算取得にあたっての人員配置について見直しが行わ
れました。

このことについて、当該加算の目的、趣旨の徹底を図り、加算の実効性を担保するため、事務処理手
順及び様式例（令和3年3月16日老認発0316第3号・老老発0316第2号「リハビリテーション・個別機能
訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いて」第３通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順及び様式
例の提示について）が示されていますので、改めて確認のうえ、当該加算の目的・趣旨に沿った適切な
個別機能訓練及び事務処理を行ってください。

１ 概要

２ 個別機能訓練加算の目的

個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する機能訓練指導員を配置し、機能訓練指導員、看護職員、
介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下、「機能訓練指導員等」という。）が共同して、利用者
ごとに心身の状態や居宅の環境を踏まえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に個別
機能訓練を行うことで、利用者の生活機能の維持・向上を図り、利用者が住み慣れた地域で居宅におい
て可能な限り自立して暮らし続けることを目指すために設けられています。

2



３ 個別機能訓練の実務等

個別機能訓練加算の算定にあたっては、以下の⑴～⑶の実施が必要となります。

地域密着型通所介護事業所の管理者は、これを参照し、事業所における個別機能訓練実施に関する一
連の手順を定める必要があります。

3

（1） 加算算定にあたっての目標設定・個別機能訓練計画の作成

ア 利用者の社会参加状況やニーズ・日常生活や社会生活等における役割の把握、心身の状態の確認

機能訓練指導員等は、個別機能訓練の目標を設定するにあたり、以下の①～④により、利用者のニーズ・日常生活や社会生活
等における役割の把握及び心身の状態の確認を行います。

① 利用者の日常生活や社会生活等について、現在行っていることや今後行いたいこと（ニーズ・日常生活や社会
生活等における役割）を把握します。これらを把握するにあたっては、別紙様式３－１の興味・関心チェックシー
トを活用してください。またあわせて、利用者のニーズ・日常生活や社会生活等における役割に対する家族の希望
を把握します。

② 利用者の居宅での生活状況（ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等）を居宅訪問の上で確認します。具体的には、別紙様式３－
２の生活機能チェックシートを活用し以下を実施します。

ⅰ 利用者の居宅の環境（居宅での生活において使用している福祉用具・補助具等を含む）を確認。

ⅱ ＡＤＬ、ＩＡＤＬ項目について、居宅の環境下での自立レベルや実施するにあたっての課題を把握。
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③ 必要に応じて医師又は歯科医師から、これまでの利用者に対する病名、治療経過、合併疾患、個別機能訓練実
施上の留意事項についての情報を得ます。直接医師又は歯科医師から情報が得られない場合は、介護支援専門員を
通じて情報収集を図ってください。

④ 介護支援専門員から、居宅サービス計画に記載された利用者本人や家族の意向、総合的な支援方針、解決すべ
き課題、長期目標、短期目標、サービス内容などについて情報を得ます。

イ 多職種協働での個別機能訓練計画の作成

アで把握した利用者のニーズ・日常生活や社会生活等における役割及び心身の状態に応じ、機能訓練指導員等が多職種
協働で個別機能訓練計画を作成します（必要に応じ各事業所に配置する機能訓練指導員等以外の職種（理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等）からも助言を受けてください）。

① 個別機能訓練計画書の作成（総論）

・個別機能訓練計画は別紙様式３－３を参考に作成してください。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所
介護計画又は地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代える
ことができます。

・個別機能訓練計画の作成にあたっては、居宅サービス計画、地域密着型通所介護計画と連動し、これらの計画と
整合性が保たれるように行うことが重要です。なお、地域密着型通所介護計画書は別紙様式３－４を参考に作成し
てください。
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② 個別機能訓練目標・個別機能訓練項目の設定

ⅰ 個別機能訓練目標の設定

アで把握した利用者のニーズ・日常生活や社会生活等における役割及び心身の状態に応じ、機能訓練指導員等が
協働し、利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえつつ、個別機能訓練目標を設
定します。なお、目標設定にあたっては、当該利用者の意欲の向上に繋がるよう、長期目標・短期目標のように段
階的な目標設定をするなど、可能な限り具体的かつ分かりやすい目標としてください。

＜長期目標の設定＞

長期目標は生活機能の構成要素である以下ａ～ｃをバランスよく含めて設定することが求められます。

ａ 体の働きや精神の働きである「心身機能」

ｂ ＡＤＬ・家事・職業能力や屋外歩行といった生活行為全般である「活動」

ｃ 家庭や社会で役割を果たすことである「参加」

具体的には、利用者が住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることができるよう、単に
座る・立つ・歩くといった身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、居宅における生活行為（ト
イレに行く、自宅の風呂に一人で入る、料理を作る、掃除・洗濯をする等）や地域における社会的関係の維持に関
する行為（商店街に買い物に行く、囲碁教室に行く、孫とメールの交換をする、インターネットで手続きをする
等）等、具体的な生活上の行為の達成を含めた目標としてください。
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＜短期目標の設定＞

長期目標を設定した後は、長期目標を達成するために必要な行為ごとに細分化し、短期目標として整理します。

（例）長期目標が「スーパーマーケットに食材を買いに行く」の場合必要な行為

・買いたい物を書き記したリストを作る

・買い物量を想定し、マイバッグを用意する

・スーパーマーケットまでの道順を確認する

・スーパーマーケットまで歩いて行く

・スーパーマーケットの入り口で買い物かごを持つ

・スーパーマーケットの中でリストにある食材を見つける

・食材を買い物かごに入れる

・レジで支払いをする

・買った品物を袋に入れる

・買った品物を入れた袋を持って、自宅まで歩いて帰る
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ⅱ 個別機能訓練目標の設定

・短期目標を達成するために必要な行為のうち、利用者の現状の心身機能等に照らし可能であること、困難である
ことを整理します。

・利用者の現状の心身機能等に照らし困難であることについて、どのような訓練を行えば可能となるのか検討しま
す。

（例）前頁の事例において、歩行機能が低下していることから、「スーパーマーケットまで歩いて行く」「スー
パーマーケットの中でリストにある食材を見つける」「買った品物を入れた袋を持って、自宅まで歩いて帰る」こ
とが困難である場合、自宅からスーパーマーケットまでの距離等を勘案した上で、

・歩行機能を向上させる訓練（筋力向上訓練、耐久性訓練、屋内外歩行訓練等）

・歩行を助ける福祉用具（つえ等）を使用する訓練

・歩行機能の向上が難しい場合、代替的な移動手段となりうる福祉用具（電動車いす等）を使用する訓練

を行うことが想定されます。

・目標を達成するために必要な行為を遂行できるように、生活機能を向上させるための訓練項目を決定します。な
お、訓練項目の決定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項
目の選択に当たっては、利用者の生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助してください。

・生活機能の向上のためには、通所介護等提供中に機能訓練を行うのみでなく、利用者が日々の生活におい
てもできる限り自主訓練を行うことが重要であることから、利用者が自身で又は家族等の援助を受けて、利
用者の居宅等においても実施できるような訓練項目をあわせて検討し、提示することが推奨されます。
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ウ 利用者又はその家族への説明と同意

利用者又はその家族に対し、機能訓練指導員等が個別機能訓練の内容について分かりやすく説明を行い、同意を得てください。
またその際、個別機能訓練計画を交付してください。

エ 利用者又はその家族への説明と同意

介護支援専門員に対し、個別機能訓練計画を交付の上、利用者又はその家族への説明を行い、内容に同意を得た旨を報告してく
ださい。

（2） 個別機能訓練の実施

ア 個別機能訓練の実施体制

個別機能訓練加算に係る個別機能訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の小集団（個別対応含
む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととします。なお、機能訓練指導員が直接個別機能訓練を行っていれば、その補助者と
して看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が個別機能訓練に関与することは差し支えありません。

個別機能訓練の目標を具体的な生活上の行為の達成としている場合、実際の生活上の様々な行為を構成する実際的な行動
やそれを模した行動を反復して行うことにより、段階的に目標の行動ができるようになることを目指すことから、事業所内
であれば実践的訓練に必要な浴室設備、調理設備・備品等を備えること、事業所外であれば、利用者の居宅や近隣の施設等
に赴くこと等により、事業所内外の実地的な環境下で訓練を行うことが推奨されます。

イ 訓練時間

個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定してください。



ウ 訓練実施回数

個別機能訓練の目的を達成するためには、生活機能の維持・向上を図る観点から、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必
要があり、概ね週１回以上実施することを目安とします。

（3） 訓練実施後の対応

個別機能訓練加算に係る個別機能訓練を開始した後は、

・個別機能訓練の目的に照らし、個別機能訓練項目や訓練実施時間が適切であったか、個別機能訓練の効果（例えば当該利用者の
ＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）が現れているか等について、評価を行います。

・３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認する。
また、利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について説明し、記録します。なお、個別機
能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等についての説明・記録は、利用者の居宅を訪問する日とは別の日にＩＣＴ等を活用し
行っても差し支えありません。

・概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について、当該利用者を担当する介護支援専門員等
にも適宜報告・相談し、利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効果等をふまえた個別機能訓
練の目標の見直しや訓練項目の変更を行います。

等、適切な対応を行ってください。
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